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京都府障害者活躍推進計画（知事部局）の実施状況について 

 

評価年度 令和６年度 

目標に対する 

達成度 

（１）採用に関する目標 

①障害者の雇用状況について 

 ・障害者雇用率：２．９３％（法定雇用率2.80%） ※R5：2.61％ 

 

法定雇用障害者

数の算定の基礎

となる職員数(A) 

障害者の数(B) 
実雇用率 

(B／A) 
不足数(C) 

4,835.0人 141.5人 2.93％ 0人 

※１ 短時間勤務職員(週30h未満勤務)は0.5人に換算するため、人数に小数点以下が生

じる。 

※２ 「不足数(C)」とは、(A)の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（1未満の端数切捨

て）から、(B)の障害者である職員数を減じて得た数であり、これが0人となること

をもって法定雇用率を満たしていることとなる。そのため、実雇用率(B/A)が法定雇

用率を下回っていても、(C)が0人となることがあり、この場合は法定雇用率を達成

していることとなる。 

 

 

（２）定着に関する目標 

①評価年度採用の障害者に係る定着率 

 

常 勤 職 員 （１年経過時点） 100％ 

非常勤職員 （１年経過時点） 100％ 

    ※非常勤職員は、任用期間の満了による退職者を除く。 

 

②評価年度における退職者のうち障害を理由とする退職者数 

  令和６年度において、障害に起因する不本意な離職はない。 
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取組内容の実施状況 

１．障害者の活躍を推進する体制整備 

 

(1)組織 

①「障害者雇用推進者」の選任 

 ・ 障害者雇用推進者として、職員長を選任した。 

 

②「京都府障害者活躍推進計画策定・推進委員会」の設置 

 ・ 各部局の主管課長を構成員とする「京都府障害者活躍推進計画策

定・推進委員会」を設置し、計画の実施状況の点検等を実施した。 

 

③「障害者職業生活相談員」の選任及び各部局に相談窓口の設置 

・ 各部局において障害者職業生活相談員を選任した。 

・ 各部局主管課及び各広域振興局総務防災課に相談窓口を設置した。 

(2)人材 

①「障害者職業生活相談員資格認定講習」の受講 

 ○受講実績：計５名 

   （京都労働局による講習：ｅ-ラーニング・システムによる受講） 

・ 令和６年度は、これまで同講習を受講していない相談員が受講し

た。 

 

②「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受講 

○受講実績：計19名 

   （京都労働局による講習：６月14日受講） 

２．障害者が活躍できる業務・配置先の選定 

 

・ 職員の状況や適性、能力に応じた配置先への人事異動を行うとともに、知的障害者

採用選考試験においては、実際の職場環境での実地試験により適性を判断する等、障

害者が採用後により能力を発揮しやすい環境づくりに取り組んだ。 

・ 所属長によるヒアリング等を通じ、障害のある職員に適切な業務付与ができている

か点検し、必要に応じて事務分担の見直しを実施した。 
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３．障害者の活躍を推進するための職場環境整備・人事管理 

 

(1)職務環境 

庁舎整備状況：本庁第１号館及び第２号館４階～６階の中央トイレの洋式化 

就労支援状況：就労支援機器（ＵＤトーク）を２台配置 

       聴覚障害がある職員が会議に参加する際に手話通訳者を配置 

採用者への配慮状況：所属長によるヒアリングを行い、必要な配慮事項等を把握

し、事務分担を決定 

(2)募集・採用 

①身体・精神障害者採用選考試験の実施 

実施日程 
第１次試験：９月22日(日)      【筆記】 

第２次試験：11月６日(水)、７日(木) 【面接】 

採用者数 12名（身体５名、精神７名） 

 

②知的障害者採用選考試験の実施 

実施日程 

第１次試験：９月21日(土)      【筆記、集団面接】 

第２次試験：10月24日(木)      【実技、個別面接】 

第３次試験：11月11日(月)～11月15日(金) 【実地】 

採用者数 １名 

 

③試験実施における取組 

・ 採用選考においては、特定の障害を排除することなく、障害者から

の要望を踏まえ、面接における手話通訳者、筆記試験における点字対

応等、障害特性への配慮を行った。 

(3)働き方 

①時差出勤・テレワーク等の実施 

 ・ ワーク・ライフ・バランスを推進するため、全庁的に時差出勤及び

在宅勤務等の取組を推奨した。 
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(4)キャリア

形成 

①キャリア形成支援 

 ・ 所属長ヒアリング等を通じ、職員の希望や能力、適性等を十分に踏

まえた人事異動を実施し、キャリア形成を支援した。 

 

②「府庁ゆめこうば」推進事業実績 

 ・ 知的障害者、精神障害者を会計年度任用職員として直接任用し、社

会福祉法人等への業務委託を通じて、京都府での業務経験を積み、民

間企業等への就労を促進した。 

 任用人数 主な業務内容 

知的障害者 ２名 文書配付等の業務補助、清掃 等 

精神障害者 １名 PCデータ入力作業 等 
 

(5)その他 

・ 所属長による人事評価面談や人事異動ヒアリング等を通じて、業務 

への適応状況の把握や、体調への配慮を行った。 

・ 障害のある職員に対して、庁舎敷地内に専用の駐車区画を確保するな

ど、通勤に対する配慮を行った。 

・ 中途障害者に対して、円満な職場復帰のために必要な通院への配慮、

働き方、キャリア形成等の取組を行った。 

４．その他 

 

①障害者就労施設等からの物品等の調達実績 

適 用 件数 金 額 (円) 備 考 

物 品 114 27,917,752 小物、雑貨、事務用品、食料品、飲料 等 

役 務 66 50,332,487 印刷物、清掃・施設管理、情報処理、テープ起こし 等 

計 180 78,250,239  

 

②物品等の調達の推進方法 

障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組みを行った。 

・調達の推進に必要な情報の提供 

・障害者就労施設等の供給能力の向上 

・障害者就労施設等の受注機会増大のための措置 

・市町村との連携 
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「目標に対す

る達成度」及び

「取組内容の

実施状況」に対

する点検結果 

〇 目標に対する達成状況 

 ・ 法定雇用率以上の実雇用率を達成できた。 

 

〇 取組内容の実施状況 

 ・ 概ね計画どおりの取組を行うことができた。 

 


